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広報あぐい　２０１１年３月１５日号

�□
勤
務
場
所　

英
比
小
学
校

□
勤
務
内
容　

学
校
給
食
配
膳
員

□
募
集
人
員　

一
人

□
勤
務
期
間　

四
月
八
日
〜
七
月
二
十
日

（
勤
務
成
績
な
ど
に
よ
り
更
新
あ
り
）

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日
（
一
日

四
時
間
以
内
）

□
賃　

金　

八
百
円
（
時
間
給
）、
交
通

費
月
額
二
千
円
（
勤
務
地
ま
で
二
キ
ロ

以
上
の
場
合
）

□
応
募
資
格　

年
齢
六
十
四
歳
（
平
成
二

十
三
年
四
月
一
日
現
在
）
ま
で
の
健
康

で
意
欲
の
あ
る
方
（
六
十
五
歳
定
年
）

□
試　

験　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・

写
真
添
付
）

□
申
込
期
限　

三
月
二
十
五
日（
金
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

学
校
教
育
課
庶
務
係
�（
４
８
）１
１
１

１
（
内
２
０
５
）

�危
険
物
取
扱
者
試
験

□
試
験
日

・
第
一
回　

四
月
二
十
四
日（
日
）

・
第
二
回　

五
月
一
日（
日
）

□
試
験
の
種
類

　

乙
種
第
１
〜
６
類
・
丙
種

□
試
験
場
所　

名
古
屋
市
内

□
受
付
期
間

　

電
子
申
請　

三
月
十
一
日（
金
）午
前
九

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


時
〜
三
月
二
十
一
日（
月
）午
後
五
時

・
書
面
申
請　

三
月
十
四
日（
月
）〜
三
月

二
十
四
日（
木
）

□
試
験
手
数
料　

乙
種
三
千
四
百
円
、
丙

種
二
千
七
百
円

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

電
子
申
請
は（
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー　

Ｈ
Ｐ　

http://w
w
w
.shoubo

‐ 

shiken.or.jp

　

�
０
５
２（
９
６
２
）１
５
０
３

　

書
面
申
請
は
、
知
多
中
部
広
域
事
務
組

合
消
防
本
部
予
防
課
�（
２
１
）１
４
９

１　

Ｈ
Ｐ　

http://w
w
w
.cac

‐ net.ne.
jp/̃chitachu/

危
険
物
取
扱
者
試
験
予
備
講
習
会

□
講
習
日
時　

四
月
十
三
日（
水
）午
前
九

時
半
〜
午
後
四
時
半

□
講
習
会
場　

東
海
市
商
工
セ
ン
タ
ー

□
講
習
内
容　

乙
種
第
四
類
を
対
象

□
受
付
期
限　

四
月
十
二
日（
火
）

□
講
習
費
な
ど　

受
講
料
四
千
円
、
テ
キ

ス
ト
代
四
千
円

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

知
多
中

部
広
域
事
務
組
合
消
防
本
部
予
防
課

　

�（
２
１
）１
４
９
１

　

Ｈ
Ｐ　

http://w
w
w
.cac

‐ net.ne.jp/
̃chitachu/

�
　

労
働
基
準
監
督
官
は
、
労
働
局
、
労
働

基
準
監
督
署
な
ど
に
勤
務
し
て
、
労
働
者

が
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

労
働
基
準
法
な
ど
の
遵
守
の
た
め
、
指
導
、

各
種
機
械
な
ど
の
検
査
、
労
災
事
故
を

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

負
っ
た
場
合
の
補
償
業
務
を
行
う
国
家
公

務
員
の
専
門
職
で
す
。

□
受
付
期
間　

四
月
一
日（
金
）〜
四
月
十

四
日（
木
）

□
第
一
次
試
験　

六
月
十
二
日（
日
）　

□
第
二
次
試
験　

七
月
二
十
日（
水
）・
二

十
一
日（
木
）の
第
一
次
試
験
合
格
通
知

で
指
定
す
る
日

□
対　

象　

昭
和
五
十
七
年
四
月
二
日
〜

平
成
二
年
四
月
一
日
生
ま
れ

□
問
い
合
わ
せ
先　

愛
知
労
働
局
�
０
５

２（
９
７
２
）０
２
６
４
、
半
田
労
働
基

準
監
督
署
�（
２
１
）１
０
３
０

�
　

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
は
、
ハ
イ
キ
ン
グ
や

キ
ャ
ン
プ
な
ど
の
野
外
活
動
を
通
じ
て
健

全
な
青
少
年
を
育
成
す
る
社
会
教
育
活
動

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

を
行
い
、
男
女
問
わ
ず
参
加
で
き
ま
す
。

　

阿
久
比
第
一
団
で
は
、
次
の
と
お
り
活

動
見
学
会
を
開
催
し
ま
す
。

□
日　

時　

三
月
二
十
七
日（
日
）　

午
前

十
時
〜
正
午

□
場　

所　

ふ
れ
あ
い
の
森

□
内　

容　

カ
レ
ー
作
り
体
験
、
屋
外

ゲ
ー
ム
、
簡
単
な
工
作

□
参
加
者　

町
内
に
住
ん
で
い
る
保
育

園
・
幼
稚
園
の
年
長
児
、
小
学
生
と
そ

の
保
護
者

□
申
し
込
み　

不
要
（
当
日
現
地
に
集
合

し
て
く
だ
さ
い
）

□
問
い
合
わ
せ
先　

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
阿

久
比
第
一
団
団
委
員
長　

西
脇
全
宏　

�（
４
８
）７
７
８
４

※　

入
団
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

子
ど
も
の
年
齢
に
合
わ
せ
た
活
動
の
見

学
や
体
験
も
で
き
ま
す
。

Information

お知らせ  
InformationInformation

　ペットを飼う人が増える一方で、ペットに関するトラブ
ルも増えています。ほかの人に迷惑をかけないためにも、
飼い主の一人一人がマナーの向上に努めてください。
○　犬のフンの後始末
　犬を散歩させるときは、フン回収用の袋などを持ち歩き、
フンを放置したり埋めたりせず、自宅に持ち帰って処分し
ましょう。フンの後始末は飼い主の責任です。
○　犬の放し飼い
　「犬が飛びかかってきて怖かった」「畑を荒らされた」な
どの苦情が寄せられています。犬の放し飼いや散歩中リード
から放す行為は、愛知県条例により禁止されています。
○　犬の無駄 吠 え

ぼ

　犬の無駄吠えは家族にとってだけでなく、近所や散歩先
でも迷惑です。無駄吠えの原因と周りの状況を判断して、
犬に合ったしつけを行う必要があります。
○　猫のフン ･鳴き声による近隣被害
　猫を屋外で放し飼いにするとフンや鳴き声などで近所に
迷惑を掛けることがあります。飼い主はフンの後始末とし
つけをしっかりと行うことが大切です。猫はできるだけ屋
内で飼うように努めましょう。
○　野良猫へのエサやり
　野良猫にエサを与えると、その周辺で猫が増え近所に迷
惑を掛けてしまいます。エサを与える人は、フンの後始末
や避妊 ･去勢手術を行うなど、愛情と同じだけの責任を
持って猫に接し、近所の理解が得られるようにしてください。
○　不幸な動物を増やさないために
　繁殖を希望しない場合は、避妊 ･去勢手術を行いましょう。

□問い合わせ先　環境衛生課環境係　�（４８）１１１１
　　　　　　　　　　　　　　　　　（内３１７･３１０）

ペットはマナーを守って飼いましょう


